
立山町道路等原材料支給事業の流れ

（１）コンクリート構造物、砂利及び砕石、その他

建設課土木施設維持係

建設課土木施設維持係

原材料支給事業申請書提出

現地確認審査

原材料支給事業決定通知書送付

材料発注

事業実施

完了検査

支払

原材料支給事業完了報告書提出

※概ね事業完了後1週間以内に工事写真

（施工前・施工中・完了後）等を添付して

町へ提出

申請者より町へ提出

地元関係者による施工

※事業実施責任者は、作業中の事故等に

備え、参加住民を対象に傷害保険に

加入(必須)

町から各単価契約を行った業者へ材料発注

※事業２～３日前に現場へ搬入(業者)

町より申請者へ送付

※事業２～３日前までに送付

申請者(区長、自治振興会長(区長会長)、

町長が適当と認める団体の代表者)より

提出

※申請は事業着手１週間前までに箇所図

等必要書類を添付して町へ提出

担当職員による現地確認

町にて使用材料を確認後、業者へ精算払い

実施中の軽微な変更等

は電話連絡や現地立会

い等にて確認


